
建築基準法第５１条の規定によるごみ処理施設及び産業廃棄物処理施設の用途に供する建築物の敷地の位置について 

 
建築基準法第５１条では、卸売市場やごみ焼却場などの特殊な用途に供する建築物で、都市計画においてその敷地の位置が決定してい

ないものは、同条のただし書きの規定に基づき都市計画審議会の議を経たうえで、特定行政庁の許可を得れば建築することができること
となっている。 
 

申 請 者 敷地の位置 面  積 備     考 

 
西日本家電リサイクル
株式会社  
代表取締役  
吉良 英司 

 
北九州市若松区 
響町 1丁目６２番地 
１５号・２３号 

 
敷地面積 26,90７.83㎡ 
 
建築面積 10,223.22 ㎡ 
(新築部分  2,352.50㎡) 
 
延床面積 12,351.96 ㎡ 
(新築部分  2,966.80㎡) 

 
○ 処理施設： 

ごみ処理施設（一般廃棄物処理施設） 
廃プラスチック類の破砕施設（産業廃棄物処理施設） 

 
（今回許可対象施設） 
○施設の種類及び処理能力：（24 時間） 
ごみ処理施設           300.0 t/日 
廃プラスチック類の破砕施設 300.0 t/日 

 
（既存の許可施設） 
○施設の種類及び処理能力     当初   軽微な変更 

（16 時間） （24 時間） 
ごみ処理施設           120.0 t/日→180.0t/日 
廃プラスチック類の破砕施設 120.0 t/日→180.0t/日 

 

 
（理 由）申請者は、平成 11 年 3 月に建築基準法第５１条ただし書き許可を受け、一般廃棄物（ごみ処理施設）, 産業廃棄物（廃プラ

スチック類の破砕施設）の処理を行ってきた。 
今回、新たな破砕機を設置し、処理能力が増加することから、改めて建築基準法第５１条ただし書きよる許可を行うもの。 
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建築基準法第５１条の規定によるごみ処理施設及び産業廃棄物処理施設の用途に供する建築物の敷地の位置について

付近見取図　S=1/6,000
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建築基準法第５１条の規定によるごみ処理施設及び産業廃棄物処理施設の用途に供する建築物の敷地の位置について

運搬計画(搬出入経路図)　S=1/30,000
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建築基準法第５１条の規定によるごみ処理施設及び産業廃棄物処理施設の用途に供する建築物の敷地の位置について

処理フロー図


